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私たちの生活には、法律が密接にかかわっています。法律を知らないために起こる

トラブルは数多くあります。場合によっては、不利益を被ることもあります。 

この「身近な法律講座」では、知って得する法律の知識を、日常生活と関連付けて

具体的にやさしく解説していただきます。高齢者を取り巻く問題にも目を向け、護ら

れるべき人権についても法律の面からお話していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知って得する身近な法律 

～ 生活の中の身近な法律をやさしく解説 ～ 

１ 日   程  令和７年 11 月５日、12 日、19 日、26 日 （全４回 水曜日） 

２ 時   間  午後１時 00 分から２時 30 分まで 

３ 講   師  弁護士 西村崇伸 先生 （ 弁護士法人このまち斎藤法律事務所 ） 

４ 会   場   茅野市中央公民館 ２階 学習室 

５ 内   容  11/５ 第 1 回  相続（基本編） 

相続の開始から遺産分割までの流れ 

                       相続法の改正 等 

11/12  第 2 回  相続（事例編） 

             遺産分割の際の注意点 等 

11/19  第 3 回  遺言 

             遺言の種類 

             遺言作成の注意点 等 

11/26 第 4 回  成年後見制度 

             後見人の選任 

             後見人の地位・職務 等 

６  定  員   ２０名 

７  費  用   受講料 1,000 円 

８  持 ち 物  筆記用具 

９  受講資格    市内在住、在勤、在学 者 

10  申 込 先   茅野市中央公民館【 ℡ 72－3266 】 

電話でお申し込みください。 

11  受付開始   令和７年 10 月６日(月) 午前 10 時から  

 (先着順とさせていただきます) 

公民館講座「身近な法律講座」 


